
様式（第９条関係） 

審 議 結 果 

次の審議会等を下記のとおり開催した。 

審議会等の名称 令和 3 年度 地域包括ケアシステム充実に向けた全体会 

開催日時 令和 3 年７月 5 日（月曜日）午前 10：00 から 11：30 

開催場所 益田市立保健センター EAGA 大ホール（オンライン開催含む） 

出席者 別紙名簿のとおり 

【欠席者】松本委員、坪内委員、内田委員、澄川委員 

議題 地域包括ケアシステム充実に向けた全体会 

①第８期老人福祉計画・介護保険事業計画について 

②会議体の役割と位置づけ 

③地域包括ケアシステム充実のための施策について 

公開・非公開の別 公開 

非公開の理由 － 

傍聴人の数 0 人 

審議経過  

1.あいさつ  

2.委員紹介  

3.議事 

【事務局】 

令和 3 年４月から始まる第８期事業計画期間の各種会議開催にあ

たり、第８期計画の内容、各種会議体の役割、位置づけ、益田市全

体で目指す目標と目標達成のための地域支援事業等の取組を各委

員全体で共有するため、全体会を開催。 

また、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、事務局か

らの説明のみとし、質問等は次回開催される各自会議においてして

いただく。 

以下の資料により説明。 

資料 1_第８期老人福祉計画・介護保険事業計画（えっとまめなプラ

ン） 

資料 2_地域包括ケアシステム充実に向けた会議の役割 

資料 3_地域包括ケアシステム充実のための施策について 

資料 4_第８期介護保険事業計画における介護人材確保対策の取組 

【委員】 自身も行政の立場で取り組んでいたこと。今後は別の視点からサ

ポートしたい。他の地域の取組も発信しながら、行政にすべて依存

するのではなく委員一人ひとりが参加する気持ちで進めていきた

い。 

それぞれの会議の立ち位置や役割がよく分かった。地域包括ケア



とケアシステムの違いについて、認識を持ちながら仕組みを考えて

いくことが重要。システムになると行政が作っていくものになる

が、ケアは担う主体が様々ある。それらを意識して進めていけると

良い。島根県西部の状況を教えていただきながら関わっていきた

い。 

問合せ先 福祉環境部 高齢者福祉課  電話 0856-31-0682 

 


